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午前９時５４分開会 

○分科会長（浅田  徹） 皆さん、おはようござい

ます。ただいまから建設経済分科会を開催をいたし

ます。 

 それぞれ限られた時間での審査になります。進行

によろしくご協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、早速ですけども、協議事項、（１）分

担案件の審査について入りたいと思います。 

 特に本分科会につきましては、本会議、また、予

算決算委員会を休憩して開催されております。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、質疑、答弁に当た

りましては、くれぐれも要点を押さえられて簡潔明

瞭に行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協力

をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、第１３７号議案、令和２年度豊岡市一

般会計補正予算（第１６号）を議題といたします。 

 当局の説明は、所管事項に係る部分について、歳

入、歳出の順に説明をお願いします。 

 当局の説明を求めます。 

 環境経済課、午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） おはようございます。

お世話になります。 

 それでは、お手元のほうの議案は３９ページが歳

出になりますが、併せて議案として配付をさせてい

ただいております感染症対策補正予算の総括表の

ほうの４ページを、もしお持ちでしたらご覧いただ

いたほうが分かりやすいかと思うんですが、大丈夫

でしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、４ページのほうで失礼をさせていただ

きます。先ほどの提案説明でもございましたけども、

収益事業を営む人格のない社団等、いわゆるみなし

法人への事業継続のための支援ということで、今回

６３０万円を要求させていただくものです。 

 内容等につきましては、事業概要欄のとこにもあ

りますけれども、本来、国の持続化給付金の対象と

ならないということでされておりました、今の申し

上げました収益事業を営む人格のない社団等につ

きまして、このたび、国のほうとか、いろいろな情

報の中でも、やっぱり取扱いには変化がないと、変

更しないということがありましたので、先ほども申

し上げましたとおり、事業継続の観点から、市が支

援をすべきというふうな判断の下で要求をさせて

いただこうとするものでございます。 

 事業概要欄の（ウ）でありますけども、もともと

国の持続化給付金につきましては、ご存じのとおり、

２０２０年１月から１２月、いずれか一月の売上げ

が前年同月比５０％以上減少しているというふう

なところに対しての救済のものでございましたけ

ども、そのような条件をクリアをしながら、先ほど

申し上げましたみなし法人ということで、法人税等

を納めていらっしゃるんですけれども、国の持続化

給付金の対象からは除外をされていたというふう

なことがあり、持続化給付の申請当初から課題には

なってたという案件になろうかと思いますけども、

この分について、現時点では国のほうも対象としな

いという方針が変わりませんので、市のほうで支援

をしたいと。 

 給付金額につきましては、市のほうで持続化給付

金の対象としない場合に支援をさせていただきま

した。例えば創業支援の早期の支援等につきまして

も、１件３０万円でございましたので、同等金額の

３０万円ということで予算計上しております。 

 全体の金額、今のみなし法人の件数等につきまし

ては、税務課に今、照会をさせていただき、件数と

して回答があった２１件の、それの３０万円という

ことで、６３０万円を要求させていただいておりま

す。 

 申請等につきましては、今後、予算成立後、速や

かに開始をする予定ではございますけども、当然、

確定申告書の写し等の提出を求めるとともに、今後、

国の方針が変更され、持続化給付の支給対象となり

ました場合には、やはり二重となった場合には、市

の給付金については返還を求めていくというふう

なことも併せて考えております。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（浅田  徹） 当局の説明は終わりまし

た。 

 質疑はありませんか。 
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 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 今の国の持続化給付金の対象

とならないっていうことの中で、幾つか当初から対

象にならないのをいろいろと様々上げて、いろいろ

市のほうはできるだけ努力をしてくれてたという

ように思うんだけども、これで万全ではないという

気はするんだけれども、個々に至っては。創業初期

のことについては、これで結構目的は達成されたの

かなというふうに思っています、当初の予算から考

えて。 

 今ここに上がってきてる、国が、いわゆる対象と

ならない、除外をする理由とするその社団法人、い

わゆる法人格を持つ、そういう団体に対して国が除

外するという理由は一体何なのかなということと、

それを除外するから、市が国との比較で、じゃあ、

どういう対応を今、やはり対応っていうか、理由づ

けを考えているのかなというとこら辺がちょっと

よく分かんなかったので、その辺を教えてほしいん

ですけど。 

 その法人格って、いわゆる昔でいうと一般社団法

人だとか、いろいろとあると思うんだけど、法人格

にもいろいろとあって、いわゆる利益、収益事業を

しない、するっていうのがあると思うんだけど、こ

の場合は収益事業をやってると、有するということ

だね、そういう意味ではね。だから、そういう団体、

みなし法人がどれだけこの市内にあって、どういう

ところを対象とするっていうとこ、具体的に分かっ

てれば教えてほしいんだけど。 

○分科会長（浅田  徹） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） まず、国が除外する

理由ということだったかと思いますけども、おっし

ゃるとおり、課題に上がってました、ちょっと回答

が前後するかも分かりませんが、団体としては、農

産物を販売していらっしゃる団体がございまして、

売上げがあって、それが生業かと言われると、ちょ

っと規模感にはいろいろと課題があるかと思いま

すが、日々、生活の糧としていらっしゃるのかなと。

法人税は当然納めていらっしゃるんですけども、そ

の法人がみなしの法人、今はない、みなし法人課税

はなくなってるかと記憶しておりますけど、あった

頃の法人番号をお持ちのままということで、その法

人番号では、今回の持続化給付金のオンラインでの

申請ということでありましたので、はじかれてしま

うということで、片方では税金を納めているのに、

片方は国の支援が受けれないということで、課題に

なってたかと思っておりまして、それもこの方針が

今、国ではやっぱり対象にはなりませんという一定

の方針が出てきておりますので、それに対して、市

は、事業継続という観点からご支援をさせていただ

くべきだろうなということで、要求をさせていただ

いてるとこです。 

 みなし法人につきましては、詳細はほかにも多分

いろんなケースがあって、都心部なんかですと、ア

パートだとかの経営を、そういった法人格を持たれ

ておられて収益があるんだけどというようなとこ

ろもあったりするかと思うので。ただ、豊岡市の中

においては、先ほども申し上げました２１件という

回答はいただいたんですけど、ちょっと詳細につい

ては教えていただけない範囲となっておりますの

で、どのようなものが含まれてるかというのは少し

分かりかねますけども、場合によっては生産森林組

合みたいなもの、その中にあったのかも分かりませ

んが、当然収益としての活動がなければ、該当が当

然ないかと思いますので、その辺はよく見極めなが

ら対応していきたいというふうに思っております。

ですので、法人格を持ちながら、当然ながら収益事

業をしていらっしゃる。収益事業が途絶えてしまっ

てることに対して支援をさせていただくので、途中

申し上げましたとおり、確定申告書等の当然納めて

ますという写しを頂戴して、判断をしていきたいな

というふうに思っております。 

○委員（椿野 仁司） いいですか、委員長。 

○分科会長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 法人が個別に今お知らせでき

ないという理由がちょっとよく分かんないんだけ

ど、大体該当するとこはどういうとこなのかなとい

うとこ、おおよそ教えてほしいなと思っとったんだ

けど、例えば集落営農を営んでるようなところだと
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か、さっきの農業的なことでいうと。それから、森

林組合とかそういうことになるのかなというよう

なことが、おおよそ予想がちょっとつかめないんで、

大体でいいから、どういうふうなところに大体この

案件をしようと思っとられるのかな。 

 要はね、創業支援の場合は、あれは基本的には今

年になってから、いわゆるオープンをして、ところ

が、コロナでダメージを受けて、昨年との比較がで

きない。その代わり、たしかあれは改装費だとか、

それから例えば飲食だったら、そういった営業の許

可証とかいろいろと、きちっとそういったお店を正

規にやっとられるという、何かそういった書類を整

備していただきたいというようなこともあったと

思うんで、今回は確定申告ということなんだけど、

そういう今の法人格の団体については、どういうふ

うなところに今考えているのかってとこら辺がち

ょっと分かんないんで、教えてほしいです。 

○分科会長（浅田  徹） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 個別にこことここで

すっていうお答えはちょっと今、ここではできませ

ん・・・。 

○委員（椿野 仁司） はい、それはできないのは分

かってます。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） おっしゃるとおり、

考えられるものとしては、さっき言いました森林組

合ですとか営農組合ですとか、場合によっちゃ法人

格をお持ちで活動されていらっしゃるところがあ

るかも分かりませんが、それも今の段階で、私ども

ではちょっと網羅できてないので、お知らせするに

は……（発言する者あり）取りあえずホームページ

を通じてお知らせをするような形を今は想定して

おります。 

○分科会長（浅田  徹） 坂本部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） この件に関しては、

持続化給付の申請が始まった初期の段階から、実は

具体的な相談を窓口で受けております。具体的な相

談を受けてる件数、内容は、共同で農産物を販売し

ていて、法人として納税もしてるのに、オンライン

申請で対象にならない。具体的にはこういうケース

がありました。それから、お聞きしてる中では、団

体で駐車場を貸して、収益があって申告してるんだ

けど、今回対象にはならない、こういった具体的な

ケースが市内では起きています。全国的にもそうい

うケースが多々見られて、もういろんな団体から国

に対して要望が続けられてきたというところでは

あるんですけれども、国の方針が変わらないという

ことがもうはっきりしてきましたので、今回、その

辺りを市として支援したいということが実態でご

ざいます。 

○委員（椿野 仁司） 分かりました。いいですよ。 

○分科会長（浅田  徹） よろしいか。 

○委員（椿野 仁司） うん。 

○分科会長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 国の持続化給付金ですね、こ

の対象にならないということで、このこと自体がま

ず大問題だなと。この法人番号が０７だったかな、

で始まる、この０７の段階でもうはじかれるという

ね、これは国のほうでぜひ是正が、これからも国会

等を通してされるんだろうなと、してもらわないか

んなということは、まず第一に思っています。 

 それから、何で３０万円なんだというね。国の持

続化給付金は、個人１００万円、法人２００万円で

すから、ここ、法人ですからね、みなし法人。国か

らもらえたら２００万円のところが３０万円です

から、それは低いなというのが１点で、さらに国か

ら出たら返してもらうということなんだから、その

可能性も探りながらする場合に、３０万円という金

額を、せめて５０万円とかならんのかなと。６３０

万円、税務課で調べたら２１件それらしきものがあ

るということですから、対象が分かっとるわけでね、

だから、その対象に向かって、先ほど説明があった、

直接働きかけも可能だと思いますので、それをされ

るかっていうことと、その３０万円、もっと、せめ

て５０万円にならんのかいというあたりをちょっ

と教えてください。 

○分科会長（浅田  徹） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 国のほうの継続な検

討というのも引き続きされるということがあるの
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で、変わっていく余地があるのかも分かりませんけ

れども、今は変わらないというほうが強くありまし

たので、市が支援をさせていただく。市の支援とい

たしまして、申し上げましたとおり、なぜ３０万円

かということなんですけども、今までも持続化給付

の対象とならなかった、先ほど申し上げました創業

だとか、ちょっと物が違うかも分かりませんが、神

鍋ヘの支援だとか、あと市独自の休業の支援だとか

っていうの、１事業者において大体３０万円という

ことでさせていただいてきた経緯もございますの

で、その辺との均衡も含めて３０万円というような

ことで考えさせていただいております。以上です。 

○分科会長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今のね、ほかの支援金が３０

万円だから、その均衡っていうのは、それはそれで

分かるんです。だけど、今回違うのは、国から出た

ら返せというね、出たら返さんなんだからいう前提

で考えたら、ほかの支援金とはちょっと意味が違う

というのと、国の給付金は２００万円ですからね、

法人の場合。２００万円との比較で見ると、それは

国の財政と市の財政で全然規模が違うからという

のありますけども、せめて５０万円ぐらいは。だか

ら、その６３０万円の予算ですから、もし２１件の

申請がなくて、仮に１０件ぐらいの申請だったら、

６３０万円の中で５０万円にするっていうのはで

きませんか、それも含めて。 

○分科会長（浅田  徹） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 国のほうがもし出た

ら、返してくださいという立場につきましては、創

業等もそのようなことで、もし持続化給付の対象に

なるんでしたら、二重給付にはなりませんよってい

うことでは申し上げてる部分がありますので、これ

だけがそうだということではないということで、ま

ずご理解いただければということと、予算規模につ

きましては、いろいろとあると思いますが、こちら

といたしましては、先ほどのように、今までの均衡

だとかっていうことと、そうだというふうに言い切

れませんけども、事業者として本当にたくさんの人

を雇って、それを生業でしてやっていらっしゃった

ときの支援とちょっと違うのかなっていう部分も、

やっぱり今回の部分にしてはありますので、支援は

させていただく中での規模感というとこでご理解

をいただければと思います。 

○委員（村岡 峰男） いいです。 

○分科会長（浅田  徹） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（浅田  徹） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（浅田  徹） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（浅田  徹） ご異議なしと認めます。

よって、第１３７号議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 以上で当分科会に分担されました議案の審査は

終了いたしました。 

 この際、皆さんから何か発言はございませんか。 

 特にないようでしたら、当局の皆さんにつきまし

ては、ここで退席していただいて結構です。大変ご

苦労さんでした。 

 それでは、意見・要望のまとめについて行いたい

と思います。 

 今１３７号議案、審議したわけですけども、分科

会審査における意見・要望等ございましたら発言を

お願いします。（発言する者あり） 

 暫時休憩してもよろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） うん、どっちでもいいですよ、

意見・要望でしょう。 

○分科会長（浅田  徹） 意見・要望。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１２分休憩 

──────────────────── 

午前１０時１５分再開 

○分科会長（浅田  徹） それでは、休憩前に戻し

ます。 
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 今、特に給付に当たっての、漏れなく行き渡るよ

うに周知徹底を図られたいというようなご意見が

ありました。 

 そうした内容で、一応つけるということで、この

分については、正副委員長に一任いただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（浅田  徹） それでは、つけるという

ふうなことでご異議ないようですので、正副分科会

長にご一任をいただきます。 

 その他、委員の皆さんから何かご発言はございま

せんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（浅田  徹） それでは、以上をもちま

して建設経済分科会を閉会いたします。どうもご苦

労さまでした。 

午前１０時１６分 閉会 

──────────────────── 

 


